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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴う 

カーボン・クレジット市場利用規約の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（用語の定義） 

第２条の２ 本規約において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（用語の定義） 

第２条の２ 本規約において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） カーボン・クレジット 

国際協力排出削減量その他これに類似

するものをいう。 

（１） カーボン・クレジット 

算定割当量その他これに類似するもの

をいう。 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和８年１月１日に施行

する。 

 

  

 


